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○ 民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）による改正後の

民事訴訟法（平成８年法律１０９号）（抄） 

 

（訴訟費用額の確定手続） 

第七十一条 （略） 

２ 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。 

３～８ （略） 

 

（映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等） 

第八十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定

めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うこ

とができる。 

２ 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところに

より、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によ

って、審尋の期日における手続を行うことができる。 

３ 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみ

なす。 

 

（非電磁的訴訟記録の閲覧等） 

第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録（訴訟記録中次条第一項に規定す

る電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。）の閲覧を請求することが

できる。 

２ 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明

した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中第二百六

十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る

部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解（口頭弁論の期日において成立したものを除

く。）に係る部分についても、同様とする。 

３ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又

はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。 

４ 前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ（これらに準ずる方法に

より一定の事項を記録した物を含む。）に関しては、適用しない。この場合において、これら

の物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、そ

の複製を許さなければならない。 

５ 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執
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務に支障があるときは、することができない。 

 

（電磁的訴訟記録の閲覧等） 

第九十一条の二 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的

訴訟記録（訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）に備えられたファイル（次項及び第三項、次条並びに第百九条

の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。）に記録された事項（第百三十二条

の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。）に係る部分をいう。

以下同じ。）の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求すること

ができる。 

２ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録され

ている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情

報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用してその者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法によ

る複写を請求することができる。 

３ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めると

ころにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であ

って裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に

記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しく

は一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当

該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したも

のを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供するこ

とを請求することができる。 

４ 前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲

覧及び複写の請求について準用する。 

 

（訴訟に関する事項の証明） 

第九十一条の三 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規

則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁

判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電

磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したも

のを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供するこ
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とを請求することができる。 

 

（秘密保護のための閲覧等の制限） 

第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てによ

り、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧

等（非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項にお

いて同じ。）（以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。）の請求をすることが

できる者を当事者に限ることができる。 

一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、か

つ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著

しい支障を生ずるおそれがあること。 

二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法第二条第六項に規定する営業

秘密をいう。以下同じ。）が記載され、又は記録されていること。 

２ 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密

記載部分の閲覧等の請求をすることができない。 

３ 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第

一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取

消しの申立てをすることができる。 

４ 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告を

することができる。 

５ 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 

６ 第一項の申立て（同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第

八項において同じ。）があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をし

たときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加が

あった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、

この限りでない。 

７ 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を

経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさ

せてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。 

８ 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等を

させることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。 

９ 裁判所は、第一項の申立て（同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。

次項において同じ。）があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の

目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づ

く当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認
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めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力

し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措

置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定

める措置を講ずることができる。 

１０ 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後

に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁

判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファ

イルに記録しなければならない。 

 

（電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達） 

第百九条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、こ

の法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録（以下この節

において単に「送達すべき電磁的記録」という。）に記録されている事項を出力することによ

り作成した書面によってする。 

 

（電子情報処理組織による送達） 

第百九条の二 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところ

により、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同

項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁

判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法に

よりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の

最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。 

２ 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通

知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人

をも届け出ることができる。 

３ 第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。 

 

（電子情報処理組織による送達の効力発生の時期） 

第百九条の三 前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を

生ずる。 

一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で

定める方法により表示をしたものの閲覧をした時 

二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に

係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時 

三 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時 
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２ 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又

は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。 

 

（電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例） 

第百九条の四 第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項

各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の

届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を

発することを要しない。 

２ 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三

号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。 

 

（公示送達の方法） 

第百十一条 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高

裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をと

るとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に

設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をと

ることによってする。 

一 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき

者に交付すべきこと。 

二 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につ

き、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本

文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。 

 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述（以下「申立て等」とい

う。）のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。）をもってするも

のとされているものであって、裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、

受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）については、当該法令の規定にかか

わらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を

使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。 

２ 前項の方法によりされた申立て等（以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立

て等」という。）については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て

等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の
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当該申立て等に関する法令の規定を適用する。 

３ 電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係

る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、

押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をする

こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、

当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措

置を講じなければならない。 

５ 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する

申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかか

わらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る

電磁的記録の送達によってする。 

６ 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、

当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により

行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する

申立て等に関する法令の規定を適用する。 

 

（電子情報処理組織による申立て等の特例） 

第百三十二条の十一 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をす

るときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですること

ができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。 

一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの（第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理

人となったものを除く。） 当該委任を受けた事件 

二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律（昭和二十二年法

律第百九十四号）第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五

項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者 当

該指定の対象となった事件 

三 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百五十三条第一項の規定による委任を受け

た職員 当該委任を受けた事件 

２ 前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。 

３ 第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その

責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等

を行うことができない場合には、適用しない。 

 

（書面等による申立て等） 
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第百三十二条の十二 申立て等が書面等により行われたとき（前条第一項の規定に違反して行

われたときを除く。）は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項（次の各号に掲げる

場合における当該各号に定める事項を除く。）をファイルに記録しなければならない。ただし、

当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

一 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て

（同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。）がされた場合において、

当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当

該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生

ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき（当該同項の

申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき

を除く。） 当該書面等に記載された営業秘密 

二 書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合 当該書面等に記載さ

れた事項 

三 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の

申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき（当該同項の申立てが却下

されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。） 当

該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分 

２・３ （略） 

 

（書面等に記録された事項のファイルへの記録等） 

第百三十二条の十三 裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民

事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面

等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項（次の各号に掲げ

る場合における当該各号に定める事項を除く。）をファイルに記録しなければならない。ただ

し、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立

て（同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。）がされた場合において、

当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の

追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘

密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が

特に必要があると認めるとき（当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を

取り消す裁判が確定したときを除く。） 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記

録された営業秘密 

二 当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合 当該記

録媒体に記録された事項 
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三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項

の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき（当該申立てが却下され

たとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。） 当該書面等又

は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分 

四 第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要がある

と認めるとき（当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。） 当該決定に係る書面等

及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項 

 

※以下に掲載した第１３３条・第１３３条の２は、電子化後の秘匿制度に関するものである。 

（申立人の住所、氏名等の秘匿） 

第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場

所（以下この項及び次項において「住所等」という。）の全部又は一部が当事者に知られるこ

とによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生

ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所

等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定

代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項（次項において「氏名等」という。）につ

いても、同様とする。 

２ 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人（以下この章にお

いて「秘匿対象者」という。）の住所等又は氏名等（次条第二項において「秘匿事項」という。）

その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出

なければならない。 

３～５ （略） 

 

（秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則） 

第百三十三条の二 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等

の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。 

２ 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以

外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録

された部分（以下この条において「秘匿事項記載部分」という。）に係る訴訟記録等の閲覧等

の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。 

３・４ （略） 

５ 裁判所は、第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟

記録等（電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中フ

ァイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。）中当該秘匿事項記載

部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部
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分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために

必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。 

６ 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後

に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁

判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければな

らない。 

 

（送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則） 

第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住

所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調

査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事

者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らか

であると認めるときは、決定で、当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関

する第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等

の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。

当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる

事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。 

２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。 

 

（訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下） 

第百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の規定に従い訴

えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に

当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。 

２ 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 

３ 第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にし

なければならない。 

４ 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 

５ 裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じ

た額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その

期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。 

６ 第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判

長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 

７ 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その

者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律

の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。 



10 

８ 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。 

９ 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 

 

（裁判所外における証拠調べ） 

第百八十五条 （略） 

２ （略） 

３ 裁判所（第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務

を行う受託裁判官を含む。）は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規

則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。 

 

（参考人等の審尋） 

第百八十七条 （略） 

２ （略） 

３ 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を

審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事

者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考

人を審尋することができる。 

４ 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。 

 

（映像等の送受信による通話の方法による尋問） 

第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定め

るところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ

とができる方法によって、証人の尋問をすることができる。 

一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭すること

が困難であると認める場合 

二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係

その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所にお

いて陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合 

三 当事者に異議がない場合 

 

（尋問に代わる書面の提出） 

第二百五条 （略） 

２ 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当
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該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに

記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出するこ

とができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。 

３ （略） 

 

（電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出） 

第二百三十一条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁

的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを

申し立ててしなければならない。 

２ 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録

を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用す

る方法により行う。 

 

（和解等に係る電子調書の効力） 

第二百六十七条 裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成

し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。 

２ 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。こ

の場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。 
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○ 民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）による改正後の

人事訴訟法（平成１５年法律１０９号）（抄） 

（事実調査部分の閲覧等）

第三十五条 訴訟記録中事実の調査に係る部分（以下この条において「事実調査部分」という。）

についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この条において「閲覧等」という。）

の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。 

２ 裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その

閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に

掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許

可することができる。 

一 当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ 

二 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ 

三 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者

が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ 

３ 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった

場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。 

４ 第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

５ 前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的として

されたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。 

６ 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

７ 第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

８ 事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適

用しない。 
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○ 民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）による改正後の

家事事件手続法（平成２３年法律５２号）（抄） 

 

第三十八条の二 家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百

三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項（第一号に係る部

分に限る。）及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十

三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人（家事事件手続法第四十

二条第七項（同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する利害関係

参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。）又はこれらの者

以外の審判を受ける者となるべき者（同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者と

なるべき者をいう。）」と、同条第三項中「訴訟記録等（訴訟記録又は第百三十二条の四第一項

の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。）」とあるのは「家事事件

の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等（訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録

の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。）」とあるの

は「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項

中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本

の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は

前条第一項の決定（次項及び第七項において「秘匿決定等」という。）に係る者以外の者は、

訴訟記録等」とあるのは「秘匿決定（家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以

外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項（同条第七

項において準用する場合を含む。）の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。

次項、第四項第一号及び第七項において同じ。）に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、

当該秘匿決定に係る事件の記録」と、同条第二項中「秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘

匿決定等」とあるのは「秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定」と、

「訴訟記録等の存する」とあるのは「前項の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」

とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条

第四項第一号中「秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは「秘匿決定」と、

同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と、「秘匿決定等」と

あるのは「秘匿決定」と読み替えるものとする。 

 


